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財務局建築保全部「受注者希望型女性活躍モデル工事」試行実施要領 

（建築工事・設備工事） 

 

第１ 目的 

 公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第１８号。以下「品確法」とい

う。）では、公共工事の品質確保のための担い手の育成・確保が発注者の責務として規定さ

れている。この品確法に基づき、財務局建築保全部では女性の建設産業への入職促進や就労

継続等に向けた環境整備の推進を目的として「受注者希望型女性活躍モデル工事」を試行す

る。 

 本実施要領は、建築工事・設備工事において受注者の希望に応じて「受注者希望型女性活

躍モデル工事」（以下「試行工事」という。）を行うために必要な事項を定めたものである。 

 

第２ 試行工事の内容 

１ 試行工事の実施 

 「第２ ３ 対象工事」に該当する工事について、発注者は「受注者希望型女性活躍モデル

工事」である旨を起工書及び案件公表時の資料に明示し、特記仕様書第１編第２章２．９「受

注者希望型女性活躍モデル工事」及び別に定める「女性活躍モデル工事の環境整備費の算定

について」（以下「環境整備費算定方法」という。）を添付して発注する。 

契約後から工期の半分を経過しないうちに受注者から「第２ ２ 試行工事における取組」

を実施したいとの協議があり、受注者が当該取組を実施した場合は、「第３ 試行工事におけ

る設計変更及び工事成績評定」を適用する。 

２ 試行工事における取組 

(1) 女性技術者の配置 

 受注者は、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者、現場代理人又は担当技術者の

いずれかに、女性技術者を配置し、従事させる。 

 ここで、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者及び現場代理人は工事請負契約書

第９条で定める者とする。 

なお、受注者と女性技術者には、工事希望申込日において３か月以上の直接的かつ恒

常的な雇用関係が必要であり、また、他の工事の女性技術者と兼ねることはできない。 

(2) 配置に係る書類の提出 

 受注者が女性技術者を担当技術者として配置する場合は、雇用を確認出来る書類の写

しを提出する。ただし、入札参加時に雇用確認実績を提出している場合は、書類の写し

の提出を不要とする。 

(3) 女性技術者の途中交代 

ア 当初配置された女性技術者が、病気休職や産休、介護、退職等、やむを得ない理由
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により配置が出来なくなった場合に、代わりの女性技術者を配置するときは、次によ

る。 

(ｱ) 現場代理人又は担当技術者に配置する場合は、資格及び経験は問わないが、受注

者と３か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にある女性技術者とし、雇用を確認

できる書類の写しを速やかに提出すること。 

(ｲ) 監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者に配置する場合は、「東京都工事施

行適正化推進要綱」（平成２２年３月１５日付２１財建技第２４４号）による。ま

た、専任制、資格及び恒常雇用を確認できる書類の写しを速やかに提出すること。 

イ 当初配置された女性技術者を工事現場へ配置できなくなった場合に、やむを得ない

事情により代わりの女性技術者の配置が難しい場合は、監督員と協議の上、代わりの

女性技術者を配置しないことができる。 

(4) 女性技術者が現場で活躍するために必要な環境整備 

 受注者は、計画書をとりまとめ、監督員と協議し内容の承諾を得た上で次の環境整備

を行う（ア及びイは必須、ウは任意。）。 

 ア及びイの設置後、関連工事受注者に女性技術者がいる場合は、ア又はイを利用させ

ること。 

また、同じ現場の関連工事に発注者が指定する「女性活躍モデル工事」がある場合、

その関連工事の受注者が設置したア又はイを利用することもできる。その場合に要した

費用は設計変更の対象外とする。 

ア 女性専用の休憩（更衣）室の設置※１ 

イ 女性専用の水洗洋式トイレの設置※１ 

ウ 女性技術者活躍のＰＲ※２ 

※１ ア及びイについては、原則として、全体面積は１０㎡以上とし、水洗洋式便

器（臭い逆流防止機能付き）、鏡付の洗面台、ロッカー（３台以上）及びコン

セント（２口１か所以上）を設置すること。 

※２ 当該女性活躍モデル工事の広報活動（建築学科系女子学生の現場見学会等） 

３ 対象工事 

発注者が指定する「女性活躍モデル工事」を除く建築工事・設備工事 

４ その他 

(1)  アンケート調査への協力 

 受注者は試行工事の検証を行うため、発注者が行うアンケート調査に協力しなければ

ならない。 

(2) 産業労働局の助成金との関係 

試行工事は、産業労働局が行う「女性の活躍推進助成金」助成事業の対象外である。 
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第３ 試行工事における設計変更及び工事成績評定 

１ 設計変更 

 発注者は「第２ ２(4) 女性技術者が現場で活躍するために必要な環境整備」のア及び

イに要する費用を環境整備費算定方法により算定し、受注者との協議により設計変更時に

計上する。 

２ 工事成績評定 

(1) 女性技術者を契約工期の半分以上の日数配置した場合は、「創意工夫と熱意」の「８現

場や施工の管理に対する熱意」の項目で加点評価（配置期間に応じて０．５～１点）す

る。 

ただし、発注者の都合により工事が中止又は一部中止、工期延伸等となった場合は、

配置を要する期間から当該期間を除くことができる。 

(2) 優良な広報活動を行った場合は、「社会貢献」の「６「東京都魅力ある建設事業推進協

議会（ＣＣＩ東京）」の理念に基づき、建設事業のイメージアップに関わる事業を計画

し実施した。」の項目で加点評価（１点）する。 

 

附則（令和３年３月 19日付２財建技第３０３号） 

この要領は、令和３年４月１日以降起工（決定）する案件から適用する。 

附則（令和２年３月 26日付 31財建技第３３２号） 

この要領は、令和２年４月１日以降起工（決定）する案件から適用する。 

なお、令和２年４月１日時点で契約済みの案件については、発注者と受注者との協議に

より本実施要領を適用することができる。 

附則（令和８年３月 17日付７財建技第３６１号） 

この要領は、令和８年４月１日以降起工（決定）する案件から適用する。 

なお、令和８年４月１日時点で契約済みの案件については、発注者と受注者との協議に

より本実施要領を適用することができる。 


